
令和２年度 空き家対策事業について

【資料４】



空き家対策における組織体制および事業内容

みらい創生課

建設・下水道課

【空き家対策の基本および利活⽤に関すること】
●本年度事業

➤空き家バンク制度の運営
➤空き店舗等実態調査

【空き家対策の安全および適正管理に関すること】
●本年度事業
➤特定空家等の認定に係る判断基準の策定

空き家対策

【愛荘町役場】
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愛荘町空き家バンク制度① （概要）

「空き家バンク制度」とは
●空き家バンク制度は、町内における空き家の所有者が物件を本制度に登録し、町内への
移住・定住等を希望している方に対して、その情報を公開し紹介する制度です。

●本町では、町内の空き家を有効活用し、本町への移住・定住および地域活性化を目指し、
平成３０年３⽉に「空き家バンク制度」を創設。

●本制度の運営開始と同時に、愛荘町商工会と「愛荘町おける空き家対策に関する協定書」
を締結。
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愛荘町空き家バンク制度② （現状）

令和２年５⽉、町内の固定資産(家屋)
の課税者に対して、空き家の募集チラシを
送付。

【空き家登録に関する状況】
登録相談 ９件 ※うち登録検討中は５件
登録申込 ２件

【空き家利⽤に関する状況】
利⽤相談 ２人
登録申込 ２人

現時点での空き家バンクの登録状況
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愛荘町ウォーカブルタウン創造事業③（施策案概要）

観光客

●観光資源の分散⽴地により、
施設間の連携が不⼗分

●連携の中核となり得る
中山道商店街の状況

観光客が来ない

出店抑制 空き家増加

負のスパイラル
インセンティブ低下 魅⼒低減

テーマ：触れ、歩け、賑わいあふれる街

●住⺠ニーズ（R1アンケート結果）暮らしの満⾜度（下位）（全２２項目）①公共交通の整備②歩⾏者・⾃転⾞のための空間整備③幹線・⽣活道路整備④公園・緑地整備⑤地震・災害への備え暮らしの重要度（上位）（全２２項目）①病院・介護施設の利便性②地震・災害への備え③買い物のしやすさ④公共交通の整備⑤歩⾏者・⾃転⾞のための空間整備暮らしの上で、歩⾏者空間が重要だが、街に⾜りないと住⺠は認識
①賑わい創出エリア
狙い：滞在型観光の促進のため、旧中山道商店街の活性化を図る
事業：空き店舗等実態調査、マッチング事業等
②体感エリア
狙い：町の観光資源を持続・発展させるとともに施設間連携を図る
事業：伝統産業（麻・びん手まり等）の保存継承、体験工房、

市場調査等の実施、町内観光周遊ルートの開発等
③ウォーカブル・ゾーン
狙い：歩⾏者空間を創出し、地域消費の活性化を図る
事業：Wi-Fiパケットセンサー等を⽤いた歩⾏者流動調査、町内周遊

ルートの開発（再掲）、MaaSの導入に向けた調査研究等

①

③

②

愛荘町ウォーカブルタウン創造事業① （事業概要）
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愛荘町ウォーカブルタウン創造事業 【空き家対策事業】

１．目的
「愛知川ふれあい本陣」を基点とした、中山道エリアにおける空き家・空き店舗対策に取り組み、同エリア
の再生を目指す。

２．事業内容
＜１年目＞
➤空き店舗等実態調査業務 【委託先：愛荘町商工会】
●中⼭道エリアの空き家・空き店舗の権利・相続状況、貸し出し・売却の意向、貸し出し等を⾏う場合
の改修の必要性等の調査を実施。
●現在、調査業務を商工会に委託。
●同意が得られた空き家・空き店舗については、空き家バンクへの登録を実施。

愛 荘 町 商 工 会

空き家・空き店舗

委 託

報 告

実態調査

貸出等
意向有り

貸出等
意向無し

空き家バンク
登録

調査区域(中山道エリア)

愛荘町ウォーカブルタウン創造事業② （空き店舗等実態調査）



愛荘町ウォーカブルタウン創造事業 【空き家対策事業】

２．事業内容
＜２・３年目＞
➤空き店舗等マッチング業務
●１年目の調査業務で収集した情報を、⾦融機関、不動産開発業者等に提供し、当該業者は、
売買・賃貸等の業務を実施。

●成約１件当たり５万円の報償費を支払い、１０件の成約を想定。
➤空き家・空き店舗改修に係る補助⾦の拡充
●マッチング業務を円滑ならしめるため、町内全ての物件を対象に空き家バンクに登録した空き家・空き
店舗の売買・賃貸等に際して、売主、買主が当該不動産の改修事業を実施する際、補助率1/2
上限300万円まで補助を実施。

●年間３件程度の成約を想定。

愛 荘 町

空き家・空き店舗
の情報提供

※上記補助⾦事業については、現在検討中の数値であり、変更の余地があり得る。

仲介業者(⾦融機関不動産業者 等)
空き家・空き店舗

の情報提供

申し込み

＜補助メニュー＞持主・住宅・店舗改修に対する助成（上限300万円）仲介業者・提供した情報に基づき成約した場合、報奨⾦の⽀払い（5万）買主・借主・住宅・店舗改修に対する助成（再掲）・移住⽀援⾦（最⼤300万円）顧 客

愛荘町ウォーカブルタウン創造事業③ （次年度以降）
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特定空家等の認定に係る判断基準の策定

② 著しく衛生上有害となる
おそれのある状態

④ 周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態

① 倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状態

③ 著しく景観を損なってい
状態

特定空家等とは・・・

特定空家等の認定に係る判断基準を本年度策定

特定空家等に認定されると・・・

特定空家等
に認定

助言・指導

勧告 命令

行政代執行放置放置放置放置

※住宅⽤地特例
から除外

※反すると50万円
以下の過料

※執⾏後
費用を徴収 7



特定空家等の行政代執行事例（滋賀県野洲市）

【野洲市内のマンションについて】
2012年 野洲市は当マンションについて認知し、対応。
2018年9月 ⽼朽化が著しく危険な状態にあるとして、

「特定空家等」に認定。
2019年6月 所有者に解体命令を出したが、実施されず。
2020年1月 ⾏政代執⾏で解体⼯事を実施。
2020年7月 解体⼯事の終了

解体費1億1,800万円を所有者に請求予定。
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本年度における空き家対策事業（まとめ）

➤空き家バンク制度の運営
➤愛荘町ウォーカブルタウン創造事業

・中山道エリアにおける空き店舗等の実態調査
・空家等の改修に係る補助⾦制度の創設

➤特定空家等の認定に係る判断基準の策定
適正管理に関すること

利活⽤に関すること

令和２年度では、以下のとおり、利活⽤および適正管理に関する空き家対策を実施。
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